
返還金額の算出方法について 

（令和３・４・５年度に補助金を受領された方） 
 

 

 返還金額は、補助金の交付を受けて購入した車両の処分を行った日から、財産処分制限期間の満

了日までの月数（1 ヵ月未満は切り捨て）の割合に相当する補助金額となります。 

 

【返還金額算出例】 電気自動車を 28 ヵ月使用した後に、処分しようとする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎返金額算出方法（例） 

   返還金額＝ 100,000 円 ×        ＝ 41,666.666 ＝  41,000 円  

２年 ４年 ３年 

処分制限期間：４年（48 ヵ月） 

48 ヵ月 

使用期間 残期間：20 ヵ月１日 

【補助金交付額】 

【残期間の割合】 

20 ヵ月 

【返還金額】 

※残期間の１ヵ月未満は切り捨て 

 

※返還金額の千円未満の端数は切り捨て 

処分日 

10/14 １年 
初度登録日 

６/１５ 
処分制限期間の満了日 

６/１４ 


